
　引き上げ分に係る地方消費税交付金については、その使途を明確化し、社会保障施策に要する経費に充てるものとされています。
　令和6年度小野町一般会計予算における社会保障施策経費への充当状況については、下記のとおりです。

　【歳入】　地方消費税交付金（社会保障財源化分）　 115,932 千円
（地方消費税交付金総額：205,735千円）

　【歳出】　地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる社会保障施策に要する経費 1,463,893 千円

国（県）
支出金

地方債 その他
地方消費税交付金

（社会保障財源化分）
その他

 1.社会福祉総務費 30,120 22,300 1,629 6,191

 2.障害者福祉費 281,600 198,772 19,444 63,384

 3.老人福祉費 259,644 10,819 500 4,221 58,129 185,975

 5.国民年金費 472 472 0 0

 6.国民健康保険費 112,889 41,370 17,510 54,009

小　　計 684,725 273,733 500 4,221 96,712 309,559

 1.児童福祉総務費 578,614 218,834 240,700 14,849 372 103,859

 2.児童措置費 107,928 89,883 4,358 13,687

 3.児童医療特別措置費 33,010 17,460 3,796 11,754

 4.母子福祉費 2,106 940 269 897

小　　計 721,658 327,117 240,700 14,849 8,795 130,197

1,406,383 600,850 241,200 19,070 105,507 439,756

 1.保健衛生費  2.予防費 57,510 6,679 4,200 10,425 36,206

57,510 6,679 0 4,200 10,425 36,206

1,463,893 607,529 241,200 23,270 115,932 475,962

　※　地方消費税交付金（社会保障財源化分）は、各費目に要する一般財源の比率に応じて按分して充当しています。

計
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地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる社会保障施策に要する経費

（単位：千円）

款 項 目
令和6年度

予算額

財　　源　　内　　訳
特　　定　　財　　源 一　　般　　財　　源


